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定款の一部変更並びに第46回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ 

  

当社は、平成24年10月5日開催の当社取締役会において、平成24年10月26日開催予定の第46回定時株

主総会に、定款の一部変更を含む2議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 
１．定時株主総会付議議案 

  第１号議案 定款一部変更の件 

  第２号議案 監査役２名選任の件 

   

２．各議案の概要 

  第１号議案 定款一部変更の件 

ⅰ．提案の理由 

今後の事業の展開に備えて、事業目的を追加するものであります。 

内容といたしましては、当社が行っております建設事業の現場管理に関連する事業として、警備の

請負及びその保障に関する業務を事業目的に追加するものであります。 

 

ⅱ．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現  行  定  款 変    更    案 

第1条        （記載省略） 

 

（事業目的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.～7.    （記載省略） 

（新設） 

（新設） 

 

8.～25.    （記載省略） 

第3条～第54条（記載省略） 

第1条       （現行どおり） 

 

（事業目的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.～7.    （現行どおり） 

  ８．警備の請負及びその保障 

９．施設、工事現場、設備及び車輛の安全

管理等の請負及びその保障 

10.～27.  （現行どおり） 

第3条～第54条（現行どおり） 

 

ⅲ．日程 

   定款変更のための定時株主総会開催日  平成24年10月26日（金曜日） 

定款変更の効力発生日          平成24年10月26日（金曜日） 
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第２号議案  監査役２名選任の件 

本総会終結の時をもって、監査役後藤俊雄及び三浦暢之の両氏が任期満了となりますので、監査役２名の選

任をお願いするものであります。 

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は次のとおりであります。 

 
候補者
番 号 

 
ふ り が な 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、地位及び重要な兼職の状況 

 

所有する当社の

普通株式の数 

１ 
後藤
ご と う

俊
とし

雄
お

 

(昭和24年5月26日生) 

昭和 

平成 

平成 

平成 

48年

 7年

13年

20年

7

10

10

10

月

月

月

月

勝間法律事務所入所 

当社監査役 

北村法律事務所入所 

当社常勤監査役（現任） 

22,436 

株 

２ 
三浦暢之
み う ら の ぶ ゆ き

 

(昭和28年12月31日生) 

昭和 

昭和 

 

昭和 

56年

58年

63年

7

1

12

月

月

月

公認会計士第三次試験合格 

公認会計士三浦暢之事務所設立 

現在に至る 

当社監査役（現任） 

7,617 

株 

（注） 1. 両候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 

2. 両候補者は、社外監査役候補者であります。 

3. 後藤俊雄氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、法務に関する豊富な経験と幅広い 

見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して 

おります。 

同氏の当社社外監査役在任期間は本総会終結時において17年であります。 

4. 後藤俊雄氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり 

選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。 

5. 三浦暢之氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、財務・会計に関する豊富な経験と 

幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判 

断しております。 

同氏の当社社外監査役在任期間は本総会終結時において23年10カ月であります。 

6. 当社は、両候補者と会社法第423条第１項の損害賠償責任について、その損害賠償責任の限度額を 

法令の定める額に限定する契約を締結しております。 

なお、本総会において両氏が監査役に選任された場合は、同契約を継続する予定であります。 

 

以上 


